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■□ 伝建まちづくり意向調査の協力のお願い □■ 
 

現在、伝統的建造物群保存地区の指定を目指しておりますが、歴史的な町の環境を 

維持するための保存計画を作成していきます。保存計画には、建物の新築・増改築・ 

修理のルールをつくらなければなりません。このルールは３つの基準（許可・修景・ 

修理基準）に分類され、伝建地区指定後はこの基準に基づき、新築・増改築・修理を 

行っていただくことになります。 

つきましては、本町一・二丁目にお住まいの方及び土地・建物をお持ちの方に意見 

を伺い、保存計画を作成する際、参考にさせていただきますので、意向調査にご協力 

お願いします。 

  

 

■□ 本町一・二丁目地区内の古文書等の所在確認について □■ 
 

桐生市郷土資料調査事業調査委員会より、本町一・二丁目地区の古文書等の所在確認 

の依頼がありました。本町一・二丁目地区内にある一部の古文書は、群馬県史の編集事 

業で詳細な調査が行われましたが、その後古文書の調査は行われていないまま、現在に 

至っております。 

そこで、伝統的建造物群保存地区指定に向けた作業に伴い、伝建群推進室職員が本町 

一・二丁目を訪問した際、古文書等の所在についてお伺いいたしますのでご協力をお願 

いいたします。また、所在が確認できましたら、後日、郷土資料調査事業調査委員会に 

より古文書等の調査のご協力をお願いすることとなりますので、その際はよろしくお願 

いします。 

なお、近代文書や歴史を物語るものであれば調査の対象となります。 

 

 

■□ ご存じですか！伝建地区の制度 □■ 

～建物の新築・増改築・修理時の助成制度～ 
 

現状を維持しながら、あるいは、復元的手法を用いて、傷みの激しい伝統的建造物 

を修理したり、伝統的建造物以外の建造物や新築される建造物が歴史的風致と調和す 

るよう、外観整備を行う場合、保存計画にある３つの基準に適合した場合助成制度が 

受けられる大変有利な制度です。なお、この助成制度は、文化庁が重要伝統的建造物 

群保存地区に選定しなければ、制度適用が受けられません。 

（現在、助成制度の適用はできません。） 
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■□伝建あしあと□■ 
桐生新町ウォークラリー 

平成２１年７月５日（日）、本町一・二丁目地区を中心に 

ウォークラリーを開催しました。 

当日は、市内をはじめ市外から８組３２名の参加があり、 

参加者は晴天の中元気よくコース内で問題を解きながら、ま 

ちを観察して歩きました。地区のお住まいの皆様、ご協力あ 

りがとうございました。 

 

桐生新町まちづくりシンポジウム 
              平成２１年１０月１０日（土）、有鄰館の煉瓦蔵で、『災害から歴史地区

を守るためには』というテーマで、桐生新町まちづくりシンポジウムを開

催しました。 

当日は、本町一・二丁目地区における災害（水害・火災・地震）の課題

や対応策について、コーディネーター・パネリストの皆様から活発な意見

が交わされました。 
 

◆コーディネーター◆  群馬大学大学院工学研究科      講師   及川 康 様 

◆パネリスト◆    桐生市第 10 区自治会・自主防災会会長 蝦澤  裕二 様 NPO 本一本二まちづくりの会理事長  森 壽作 様 

桐生工業高校建設科             科長 佐々木正純 様 桐生市消防本部予防課課長         堂前光男 様 

 

本町通り道路検討会 
● 第２回 検討会 ９月７日（月）午後６時３０分から、北公民館２階講堂で開催されました。 

検討会の内容は、地域資源（歴史的建物）などの景観に配慮した道路づくり 

や歩行者・自転車の安全性を確保した道路づくりなどについて話し合いを行 

いました。 

● 第３回 検討会  １０月６日（日）午後６時３０分から、桐生市有鄰館ゲストルームで開催 

されました。検討会の内容は、道路や歩道等の幅員や社会実験の内容につい 

て話し合いを行いました。 

 

■□トピックス□■ 
 

伝統的建造物、歴史的まち並み等の地域資源を活用した桐生の魅力 

発信拠点づくりとして、「にぎわいの創出」や「織都としての景観形成」 

を図るため、桐生織の技術を活用した「布暖簾」を掲示する社会実験を 

行い、ブランドイメージづくりを行うと共に来訪者や地域住民に対する 

アンケート調査等により効果を確認します。 

布暖簾の掲示につきまして、皆様のご理解ご協力をお願いします。 
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※  伝建制度、まちづくりや伝建群だよりについて、ご不明な点などがありましたら、 

伝建まちなか交流館、または、市役所伝建群推進室までお気軽にお問い合わせください。

 

～連絡先～  伝建群推進室              TEL：0277-46-1111 内線 346・639 

FAX：0277-43-1001 

伝建まちなか交流館      TEL：0277-22-1122 FAX：0277-22-1122 
 


